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期分まで納付済です。

【税務課事務処理欄】

● 普通徴収の納期限を過ぎたものについては、切替ができません。（納期限　１期：６月末　２期：８月末　３期：１０月末　４期：翌年１月末）

● 二重納付を防ぐため、普通徴収の納税通知書がお手元にある場合は、お手数ですが必ず同封してください。

● 町民税・県民税（普通徴収分）を口座振替されている方は、ご希望の期から切替ができない場合があります。

● 4月1日現在65歳以上の方の公的年金に係る町民税･県民税は、給与所得等から特別徴収することはできません。
／

処 理普 徴 （期 割）

済期 開始済月開始

給 特 （月 割）

　　（　　　　　　　　）　　　　　　　　－

連
絡
先

係

担 当 者

電　　話

申　請　理　由

□　既存

□　新規

個人番号又は法人番号

名　称
（ 氏 名 ）

下記の者について普通徴収から特別徴収への切替を届け出ます。

フリガナ

□　新規採用のため
□　正社員となったため
□　本人が特別徴収を希望したため
□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　当町の特別徴収について、右
記の欄にチェックしてください。

→　納入書 ： □ 要　 □ 不要

給
 

与
　
所
　
得
　
者

個 人 番 号

現 住 所

氏 名

１月 1日 現在
の 住 所

生 年 月 日

フ リ ガ ナ

□ 昭和 　□ 平成　　　　　　年　　　　月　　　　日

月分　（　　　　　月　　　　　日納期限分）より特別徴収します。町民税・県民税を・・・・・・

　左記の者が、普通徴収税額について金融機関の口座からの引き落としによる納税を選択していた
場合は、上記の欄にチェックをしてください。二重納付防止のため、ご協力をお願いします。

□　口座振替該当者

特別徴収の開始月

宛 名 番 号

現年度　　　　　次年度切 替 年 度

普通徴収の納付済 なお、本人は普通徴収にて・・・・・・

特 別 徴 収 へ の 切 替 届 出 書

指 定 番 号

志  賀  町  長   あて

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

給
　
与
　
支
　
払
　
者

所 在 地
（ 住　所 ）


